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は じ め に 

 

平成１８年に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

（以下「高齢者虐待防止法」という。）が施行され、１9年が経過しました。 

この間、平成１８年度に６０８件だった千葉県の家庭における高齢者虐待の通報件数

は、令和６年度には2,022件と3倍以上の件数となり、今後も高齢化に比例して増加し

ていくことが見込まれています。 

高齢者虐待件数の増加に応じ、生命に危険が及ぶ恐れのあるケースや表面に現れず

気づきにくいケースなど、その内容も複雑化してきています。 

中には、養護者の介護負担やストレスから虐待につながってしまう場合や、養護者自

身も虐待行為と気づいていない場合なども見受けられ、市町村において対応に苦慮する

ケースも少なくありません。 

高齢者虐待は重大な人権侵害であり、緊急に防止対策に取り組むべき課題です。 

早期発見や的確・迅速な対応がより一層求められてきています。 

 

県では、令和６年３月に策定した「千葉県高齢者保健福祉計画（令和６年度～令和８

年度）」において、「高齢者の権利擁護の推進」を重要な施策の一つと位置付け、市町

村や地域包括支援センターの職員及び介護サービス事業者を対象とした研修や、困難

事例に対して、千葉県弁護士会及び一般社団法人千葉県社会福祉士会の御協力のも

と、個別ケース会議等に弁護士と社会福祉士から成る専門職チームを市町村に派遣す

るなど、市町村等における高齢者虐待への対応を支援することとしています。 

 

このマニュアルは、平成１８年１１月に策定し、平成31年3月に改訂された「千葉県高

齢者虐待対応マニュアル」を、令和７年３月に改訂された「市町村・都道府県における高

齢者虐待への対応と養護者支援について（国マニュアル）」の内容を踏まえながら、より

実践的な内容に改訂したものです。 

実際に高齢者虐待対応に当たる市町村や地域包括支援センターの職員の皆様はも

とより、日々、高齢者と接する機会の多い在宅介護サービス・施設サービス事業者の皆

様の高齢者虐待への気づきの一助となることを願っております。 

 

結びに、当マニュアルの作成に当たり、御協力をいただきました有識者の皆様や監修

いただきました一般社団法人千葉県社会福祉士会、そして、事例等の提供に御尽力を

いただきました関係各位に対しまして、心から感謝申し上げます。 

 

令和8年３月 

千葉県健康福祉部高齢者福祉課長 中里 幸治
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